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食肉製品の規格基準の遵守及び結着等の加工処理を行った食肉の取扱いについて

今般、結着肉が原料に使用された特定加熱食肉製品の食品衛生法違反事例や、飲食店

において結着等の加工処理を行った食肉の加熱不十分が原因と推定される食中毒事件が

確認され、別添（写）のとおり各都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部（局）長

あて通知しましたので、関係団体への周知方よろしくお願いします。







 
事例 下関市で発生した腸管出血性大腸菌 O157 食中毒事件 

 
 
（１） 下関市が市内において発生した腸管出血性大腸菌 O157（以下「EHEC 

O157」という。）患者３名の調査を実施した結果、いずれの患者も同一の飲

食店で牛成形肉を喫食していたことが判明し、うち２名の患者から検出した

菌株の IS-プリンティングのパターンが一致したことから、下関市は７月 17
日に同店を原因施設とする食中毒事件と断定した。 

（２） その後、山口県から EHEC O157 患者１名が下関市内の系列店において、

「牛成形肉ステーキ」を喫食していた旨連絡があり、IS-プリンティングの

パターンが既に食中毒事件と断定した施設での患者由来のパターンと一致

したことから、当該施設についても下関市は７月 21 日に食中毒原因施設と

して判断した。 
（３） 最終的な食中毒患者数は６名（３自治体）で、いずれも牛成形肉を原料

とする「ステーキ」を喫食していた。 
（４） 食中毒患者の発症日は７月３日から７月 18 日の範囲で、潜伏期間は 24

時間から 138 時間であり、HUS の発症者はない。６名の患者から検出した

菌株を国立感染症研究所にてパルスフィールドゲル電気泳動で検査したと

ころ、遺伝子パターンはほぼ一致した。 
（５） これらの飲食店で提供された「ステーキ」等の原料の遡り調査をした結

果、すべて札幌市の加工業者において、原料肉をトリミング後にタンブリン

グ、成形、冷凍、カットし真空包装したものであることが判明した。また、

原因施設２店舗で発生した患者に提供された牛成形肉は同ロットであると

推定された。 
（６） 本食中毒については、EHEC O157 に汚染された牛成形肉が、加熱不十

分な状態で提供されたために引き起こされた食中毒であると推定される。 
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